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「新型コロナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校） 

～学校の「新しい日常」の定着に向けて～」の策定について（通知） 

 

 新型コロナウイルス感染症の対応については、令和２年５月２５日付２教総総第

５１８号「新型コロナウイルス感染症対策における「緊急事態宣言」の解除に伴う都

立学校の対応について（通知）」により、感染症防止に向けた万全な対策とともに、

学校再開に向けた準備を行うようお知らせしたところです。 

この度、都立学校における段階的再開の具体的な段取りや感染症対策予防の具体

的内容、教育活動に係る運営方法、感染者が出た場合の対応等をまとめた「新型コロ

ナウイルス感染症対策と学校運営に関するガイドライン（都立学校）～学校の「新し

い日常」の定着に向けて～」（以下「本ガイドライン」という。）を策定しましたので、

送付いたします。 

各学校におかれましては、本ガイドラインに基づき、徹底した感染症予防と児童・

生徒等の健やかな学びの保障との両立に取り組んでいただきますようお願いします。 

なお、本ガイドラインの送付に伴い、令和２年３月２６日付３１教総総第２７３１

号「都立学校における教育活動の再開準備について（通知）」によりお知らせした「都

立学校版感染症予防ガイドライン（新型コロナウイルス感染症）」は廃止します。 

   

記 

 

１ 学校の段階的な再開 

  本ガイドラインⅠ２（２）「段階的な教育活動の再開」における分散登校の実施

期間は以下のとおりとし、段階を踏んで実施する。 



 

  Ⅰ期 ５月中 

  Ⅱ期 ６月１日（月）以降 

５月中に、令和２年５月 25 日付２教総総第５１８号により定めた登校日

を全ての学年又は一部の学年において実施していない場合は、Ⅰ期で定める

分散登校を実施した後、Ⅱ期を開始するものとする。 

  Ⅲ期 ６月１５日（月）以降（おおむね２週間を予定） 

 

２ その他 

（１）Ⅲ期終了後、公共交通機関が混雑する時間を避けた時間帯となるよう、始業・

終業時刻を検討するとともに、「３つの密」を避けることに配慮した教育活動とな

るよう工夫すること。 

（２）今後の感染状況によっては、Ⅰ期～Ⅲ期の各段階が延長又は戻ることも含め取

扱いが変更となる場合があり、その場合には別途通知する。 

 

 

（担当） 

                【教育活動について】            

                指導部高等学校教育指導課 

電 話 ０３（５３２０）６８４５ 

                指導部特別支援教育指導課 

                   電 話 ０３（５３２０）６８４７ 

                  都立学校教育部特別支援教育課 

                   電 話 ０３（５３２０）６７５３ 

【感染症予防策の徹底について】   

                  都立学校教育部学校健康推進課 

                    電 話 ０３（５３２０）６８７７ 

                【教職員の服務について】 

                   人事部職員課 

                    電 話 ０３（５３２０）６７９２ 

【教職員の自宅勤務・休暇について】 

                   人事部勤労課 

                    電 話 ０３（５３２０）６８０１ 

                【ガイドラインについて】 

                   総務部教育政策課 

                    電 話 ０３（５３２０）６７１３ 

                【その他本通知に関すること】 

                   東京都新型コロナウイルス感染症対策 

本部事務局（教育庁総務部総務課内） 

                    電 話 ０３（５３２０）６７１８ 


